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職員の懲戒処分について 

 

標記について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。 

 

１ 被処分者  総合事務局 係員 ２８歳 男性 

 

 ２ 処分内容  

懲戒処分：減給１０分の１ ３ヶ月 

（根拠法令：地方公務員法第２９条第１項各号） 

 

 ３ 処分日  令和７年１１月２８日 

 

４ 事案概要 

   体調不良を理由に、与えられた年次休暇をすべて取得したのち、上司から再三の

指導を受けたにも関わらず診断書の提出などの病気休暇取得のための適正な手続

きを怠り、令和６年９月に１日間、令和７年５月から６月にかけて１４日４時間４

５分間の合計１５日４時間４５分間、欠勤を行ったもの。 

 

５ 今後の再発防止策 

 （１）所属長による職員の勤怠管理の強化（病気休暇等の手続きの徹底） 

（２）服務規律の遵守 

 

 

【問い合わせ先】 

 河内長野市総合事務局 

  ０７２１－５３－１１１１  

河内長野市 報道提供資料 
令和７年１１月２８日 


